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１．トンネル長寿命化修繕計画の概要 

1.1 北川村の道路トンネルの現状と課題 

北川村では、計 2 本（総延長 109.0m、2019 年 3 月現在）の道路トンネルを管理していま

す。 

今後、経年とともにトンネルの老朽化が進行し、これまでのような事後保全的管理（構造

物の損傷が顕在化してから補修対策を実施）では、対策が一定期間に集中し維持管理予算を

集中投資しなければならない可能性が考えられます。 

このため、今後、安全性を確保しつつ合理的にトンネルの保守管理を継続的に取り組むた

めの維持計画の策定が求められています。  

 

1.2 北川村の道路トンネル維持管理計画の策定に向けて 

北川村では、道路トンネル維持管理計画の策定に向けて、以下のような方針で臨みます。 

 

1.2.1 道路トンネル維持管理計画の対象 

道路トンネルでは、経年に伴ってトンネル本体工の老朽化（ひび割れ、材質劣化、漏水等）

が進行するだけでなく、付属施設（照明施設）も標準的な耐用年数を過ぎると、機能低下・

故障が発生する場合があります。このため、道路トンネル維持管理計画においては、本体工

と付属施設の双方を対象として計画策定を行います。 

 

1.2.2 道路トンネルの定期点検による健全性の診断 

北川村では、高知県土木部道路課策定の「高知県道路トンネル点検要領（平成 28 年 3 月）」

に準拠して、定期点検を継続して実施し、トンネル本体工（覆工、坑門工等）に発生してい

る変状の状況を把握し、変状毎に表 1.1 に示す判定区分で健全性の診断を行います。また同

表に示すⅣ判定の変状が確認された場合は、トンネル利用者被害を防ぐために応急対策を実

施してトンネルの安全性を確保します。 

 

表 1.1 トンネルの変状区分 

健全度 

ランク注 1) 
状 態 措置の内容 

Ⅰ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状

態。 
－ 

Ⅱ 

Ⅱb 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を必要と

する状態。 
監視 

Ⅱa 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を行い、

予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態。 

監視 

計画的に対策 

Ⅲ 
早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じ

る必要がある状態。 
早期に対策 

Ⅳ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急注 2)に対策を講じる

必要がある状態。 
直ちに対策 

注 1) 「道路トンネル定期点検用要領」（H26.6、国土交通省道路局 国道・防災課）に定める対策区分の判定に用いる区分に対応。 

注 2) 判定区分Ⅳにおける「緊急」とは、早期に対策を講じる必要がある状態から、交通開放できない状態までをいう。 

（出典）高知県土木部道路課：高知県道路トンネル点検要領、平成 28 年 3 月 
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1.2.3 トンネル維持管理に係る予算の最適化 

定期点検結果に基づいて本体工の補修対策費を計上し、優先順位をつけて年間予算の最適

化を図ります。 

 

1.2.4 トンネル維持管理計画の策定と実施 

年次計画を策定し、効率的にトンネルの本

体工補修対策や付属施設更新を実施してい

きます。なお以上のような取組は、図 1.1 に

示すようなメンテナンスサイクルの一環と

して、今後、継続的に取り組みを強化し、安

全で合理的なトンネルの維持管理を進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

２．計画内容 

2.1 対象施設 

維持管理計画対象のトンネルは北川村が管理する、表 2.1 に示す道路トンネル（山岳工法）

を対象とします。 

表 2.1  対象トンネル一覧表 

 

 建設年次 釈迦ヶ生トンネル：不明 

      尾河トンネル  ：1961 年 

 

また、対象施設は下記の施設を対象とします。 

1) トンネル本体工：覆工、坑門、路面、路肩、排水施設及び補修・補強材をいいます。 

2) 付属施設：道路構造令第 34 条に示されるトンネルに付属する換気施設（ジェットファ

ン含む）、照明施設及び非常用施設をいいます。また、上記付属施設を運用するために

必要な関連施設、ケーブル類等を含めるものとします。ただし、北川村では換気施設

及び非常用施設を有するトンネルはないため、同施設は対象外となります。 

 

  

番号 路線 トンネル名 延長(m) 
幅員 

有効高 
車道 歩道 路肩 

1 村道 釈迦ヶ生線 釈迦ヶ生トンネル 52.60 3.70 0.00 0.50 3.25 

2 村道 竹屋敷線 尾河トンネル 57.30 3.50 0.00 0.50 3.80 

図 1.1 メンテナンスサイクル 

点検

診断

措置

記録

定期点検

健全性の診断

対策または監視

点検調書等作成



 

- 3 - 

 

 

2.2 トンネル維持管理計画策定の考え方 

山岳工法で構築された道路トンネル（以下、「トンネル」という）の維持管理計画の策定に

際しては、予防保全的手法による維持管理を目指す方針とします。 

ただし、トンネルは覆工が無筋コンクリートで中性化の影響を受けない、あるいは交通荷

重が覆工に作用しない等、構造体の特徴および経年による機能低下（変状の発生と進行）の

メカニズムが、橋梁等の一般土木構造物と異なることから、表 2.2 に示す考え方に沿ってト

ンネル長寿命化修繕計画を策定します。 

また、新技術の活用、集約化・撤去等を含めた検討を行い費用の縮減を検討します。 

集約・撤去については、該当箇所に迂回路がないため検討課題とします。 

 

表 2.2 橋梁等一般構造物と山岳トンネルの長寿命化修繕計画の考え方の比較 

  
橋梁等の一般土木構造物 

（鉄筋コンクリート構造物） 
山岳トンネル（無筋コンクリート覆工） 

維

持

管 

理

上

の

特

徴 

耐用年数 

鉄筋等の腐食の進行等により、構造体

としての耐荷力が著しく低下する時期が

必ず到来するため、更新（架け替え）時期

＝耐用年数（寿命）を考慮する必要がある 

トンネルは周辺地山と支保工・覆工等が一体

となって地下空間を保持する構造体であるた

め、地すべり等の特殊要因で地山が不安定化し

ない限り構造体としての耐荷力が、著しく低下

することはない。このため、トンネルの耐用年

数（寿命）は考慮しない 

劣化予測 

中性化の進行による鉄筋腐食や、交通荷

重の作用による疲労破壊等によって、構

造物の劣化は、ほぼ一律に進行するため、

構造物として劣化予測が行える 

地質・地下水、気象、コンクリート品質等の

諸条件により、同一トンネルでも変状毎に覆工

の劣化の進行程度は異なるため、トンネル全体

としての劣化予測は困難 

長

寿

命

化

修

繕

計

画

の

考

え

方 

事後保全

に代わる 

合理的な

維持管理

手法 

【劣化予測型予防保全】 

構造物の劣化がほぼ一律に進行する特

徴を有すため、劣化の傾向を予測し、適切

な時期に予防的に対策を実施し、（耐用年

数の）延命化を図る 

【状態監視型予防保全】 

定期点検で各変状の状態を監視し、劣化の進

行（健全度の低下）が確認された変状に対し、

目標管理水準を下回った時点で予防的に対策を

実施する 

対策時期 
劣化予測により、所定の健全度に達す

る時期を推定 

変状の状態（健全度）に応じて、対策が必要

となるまでの推定期間（対策余寿命）を想定 

対策費の 

特徴 

劣化の進行（健全度の低下）に伴い対策

費は増加する（鉄筋発錆前と後では対策

工種が大きく異なる：概念図参照） 

無筋コンクリート主体のため、変状の進行過

程（健全度の低下）で、対策範囲、対策工法及

び対策費は基本的に変わらない場合が多い注 1) 

長寿命化 

修繕計画 

の考え方 

計算期間内で予防保全と事後保全の対

策費を比較し、最適な計画を立案（予防

保全による延命化により更新費を先送り

する） 

５年ごとの定期点検（状態監視）によって、

目標管理水準を下回った変状（判定区分Ⅲ、

Ⅳ）の対策（短期修繕計画）と、目標管理水準

に達する前の変状（Ⅱa、Ⅱb)の計画的対策

（中長期修繕計画）とを併せて修繕計画を策定

し、将来的に対策予算を確保する 

注 1)突発性の崩壊など、一部の変状を除く 
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2.3 計画期間 

本計画期間における対策によりトンネルの状態を『Ⅰ』（健全）又は『Ⅱ』（予防保全段階）

とすることを目指すことから、対策余寿命（対策が必要とされるまでを推計した期間）を考

慮し、短中期対策として 10 年間に設定します。なお、今後の点検結果を踏まえ、５年後を目

途に計画を更新します。 

 

2.4 対策の優先順位の考え方 

下記の判断基準をもとに定量的な対策順位の判断基準を設定し、表 2.3 に、トンネル毎の

変状箇所数及び対策順位表を示します。 

 

 
 

＜検討結果＞ 

a）対象トンネルについて、釈迦ヶ生トンネル及び尾河トンネルは共に「健全性Ⅲ」となる 

b）変状判定区分Ⅱa 以上の変状を最も多く有するトンネルは尾河トンネルである。 

C）対策優先度は尾河トンネルが最も高い結果となる。 

 

表 2.3 トンネル毎の変状箇所数及び対策順位表 

 

変状区分 

 

トンネル名  

 材質劣化 漏水 外力 合計 

(Ⅱa以上) 

 

診断結果 

100m毎の変状個

数 

（判定区分Ⅱa） 

 

対策順位 

概算工事費

用 

Ⅲ判定のみ  

（円） 

概算工事費

用 

Ⅱa判定以上 

（円） 

Ⅱb Ⅱa Ⅲ  Ⅱb Ⅱa Ⅲ  Ⅱb Ⅱa Ⅲ  

釈迦ヶ生トンネル  52.60 16 4 2 8 18 1 1 0 0 25 Ⅲ  47.5 2 307,496 3,135,000 

尾河トンネル  57.30 17 0 0 3 28 2 0 0 0 30 Ⅲ  52.4 1 322,050 4,628,400 

 

 

 

 

  

＜対策順位の判断基準＞ 

・トンネル毎の健全性診断結果が高い順に対策順位を設定する。 

・同じ判定となったトンネルについては、100m 毎の変状個数（Ⅱa 以上）の多い順に対策順位

を設定する。※計画的に対策を必要とする判定区分Ⅱa の変状を 100m 毎の変状個数に換

算（[Ⅱa 以上の変状個数/トンネル延 ]×100m） 
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2.5 個別施設の状態等 

平成 30 年に実施した点検調書より収集したデータを集計すると、北川村が管理するトン

ネル２本の健全度は、表 2.4 に示すように共に『Ⅲ』（早期措置段階）になります。また、ト

ンネルごとの変状状況を表 2.5 および表 2.6 に示します。 

なお、健全度ランクは、表 2.7 に示す５段階を用いました。 

 

表 2.4 トンネル点検の結果一覧 

 

 

表 2.5 釈迦ヶ生トンネルの変状状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.6 尾河トンネルの変状状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設

年次

異

常

箇

所

数

異

常

ス

パ

ン

数

西暦 Ⅰ ⅡbⅡa Ⅲ Ⅳ Ⅰ ⅡbⅡa Ⅲ Ⅳ Ⅰ ⅡbⅡa Ⅲ Ⅳ ☓ ☓ ☓ ◯

釈迦ヶ生トンネル 不明 - 25 21 3 0 8 0 0 6 2 0 0% 0% 75% 25% 0% Ⅲ - - - - -

尾河トンネル 1961 - 20 28 2 0 13 0 1 10 2 0 0% 8% 77% 15% 0% Ⅲ 0 0 0% 100% ○

覆

工

ス

パ

ン

数

変状スパン数
変状スパン

比率(%)

診

断

結

果

異常

スパン

比率

(%)

異

常

判

定

区

分

変状箇所数
トンネル名
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表 2.7 判定区分（対策区分の判定）1) 

区分 定  義 

Ⅰ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要と

しない状態． 

Ⅱ 

Ⅱb 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監

視を必要とする状態． 

Ⅱa 

将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、重

点的な監視を行い、予防保全の観点から計画的に対策を必要

とする状態． 

Ⅲ 
早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に

対策を講じる必要がある状態． 

Ⅳ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を

講じる必要がある状態． 

 

 

2.6 対策内容と実施時期 

2.6.1 本体工補修対策 

予防保全の観点から対策を必要とする状態（判定Ⅱa に該当する状態）の変状や早期に対

策を講じる必要がある状態（判定Ⅲに該当する状態）の変状に対して、下記の対策工法を設

定します。 

 

＜剥落対策工＞ 

対策工マニュアルでは、繊維シート系接着工を標準としているが、対象トンネルにお

いては、目地部におけるシートはがれが想定されるため、高知県での施工実績を考慮し

て、判定Ⅱa 及び判定Ⅲの剥落対策はネット系の当て板工を計画する。 

 

＜漏水対策＞ 

線状の対策工法には、導水樋工または溝切り工であるが、これらの工法はともに道路ト

ンネルでの実績が十分である。判定Ⅱa 及びⅢ判定の漏水対策は施工性、経済性の面で優

位である導水樋工を計画する。 

 

2.6.1 対象トンネルと対象期間 

長寿命化修繕計画は北川村が管理するトンネル２本を対象とし、トンネルの状態を『Ⅰ』

（健全）又は『Ⅱ』（予防保全段階）に保つことを目指します。 

対策時期に関しては、表 2.2 で述べたように道路トンネル（山岳工法）の特徴を考慮して、

変状毎に判定した対策区分ごとに、対策が必要となるまでの期間を推計した「対策余寿命」

を設定しました（表 2.7 参照）。 
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表 2.7 対策区分の判定区分と対策余寿命 

区分 定  義 

対策が必要になる

までの年数の目安 

（対策余寿命） 

Ⅰ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必

要としない状態． 
- 

Ⅱ 

Ⅱb 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため

、監視を必要とする状態． 
30 年 

Ⅱa 

将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため

、重点的な監視を行い、予防保全の観点から計画的に対

策を必要とする状態． 

10 年 

Ⅲ 
早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早

期に対策を講じる必要がある状態． 
3 年 

Ⅳ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対

策を講じる必要がある状態． 
1 年 

 ※1 判定区分Ⅳにおける「緊急」とは、早期に措置を講じる必要がある状態から、交通開放できない

状態までを言う。 

 

 

表 2.8 北川村トンネル長寿命化修繕計画 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

釈迦ヶ生
トンネル

村道釈迦ヶ
生線

不明 52.60 Ⅲ 2
●

1,350
〇

3,450
●

1,350

尾河

トンネル

村道竹屋敷

線
1961 57.30 Ⅲ 1

●

1,350

〇

4,950

●

1,350

2,700 4,950 3,450 2,700

維持修繕計画

計
◇：修繕設計　　〇：修繕工事　　●：定期点検　　

トンネル名 路線名
建設

年次

延長
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2.7 対策費用 

「表2.8 北川村トンネル長寿命化修繕計画」の対策費用の考え方について、「2.6.1 本

体工補修対策」を踏まえ、以下に概算工事費算出の方針を整理し、概算工事費を算出する。 

なお、定期点検費用については実績を踏まえて計上する。 

そのため、定期点検、修繕等の措置を行う全ての施設に対して、「点検支援技術性能カタ

ログ(案)」、「新技術情報提供システム(NETIS)」などを参考に新技術を抽出し、従来技術と

の比較を適切に行ったうえで、新技術の活用を検討し、令和10年度までに2施設において新

技術を活用し、約100万円のコスト縮減を目指します。 

集約化・撤去対象の検討を行った結果、管理する2施設の内、釈迦ヶ生トンネルは県道魚

梁瀬公園線と釈迦集落や魚梁瀬ダムを繋ぐ重要な路線であるが、迂回路となる村管理の道路

が無く、国、県の管理道路など広域的にみても迂回路がない。 

尾河トンネルは尾河地区や竹屋敷地区と集落を繋ぐ重要な路線であるが、迂回路となる村

管理の道路がなく、隣接する林道（他県経由）を通行した場合でも、約37ｋｍ（所要時間90

分）を迂回することになり、社会活動等に与える影響が大きい。 

以上のことから、集約化・撤去を行うことが困難であるが、今後の道路整備に伴う道路ネ

ットワークの状況の変化や施設の利用状況等を踏まえて、再度検討を行う。 

＜剥落対策工＞ 

判定Ⅱa 及びⅢの剥落対策は、FRP メッシュ工による対策を計画する。 

＜漏水対策＞ 

判定Ⅱa 及びⅢの漏水対策は、導水樋工による対策を計画する。 

  

kitagawa
長方形

kitagawa
長方形
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1） 釈迦ヶ生トンネル（概算事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□剥落対策工 （Ⅲ）

・FRPメッシュ工（変状箇所面積；　S4-3：1.56㎡　+　S8-6：3.52㎡）

Ⅲ判定 箇所 23,000 円/ｍ2 × 5.08 ｍ2 ＝ 116,840 円

□漏水対策工 （Ⅲ）

・樋工（S8-12：トンネル下部から3.0ｍ）

Ⅲ判定 箇所 15,000 円/ｍ × 3.0 ｍ ＝ 45,000 円

概算工事費（直工×1.9） 307,496 円

□剥落対策工 （Ⅱa）

・FRPメッシュ工（変状箇所面積；0.5m×0.1mを想定）

4 箇所 × 23,000 円/ｍ2 × 1.5 ｍ2 ＝ 138,000 円

□漏水対策工 （Ⅱa）

・樋工（目地の半周）

18 箇所 × 15,000 円/ｍ × 5.6 ｍ ＝ 1,512,000 円

直接工事費 1,650,000 円

概算工事費（直工×1.9） 3,135,000 円

概算工事費（全体） 3,442,496 円
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2） 尾河トンネル（概算事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 策定・ 改訂履歴＞ 

平成 31 年  3 月 策定 

令和  2 年  6 月 改訂 

令和  5 年  6 月 改訂 

令和  6 年 12 月 改訂 

令和  7 年 10 月 改訂 

□漏水対策工 （Ⅲ）

・樋工（S6-1：トンネル下部から5.9ｍ　S11-2：トンネル下部から5.4m）

Ⅲ判定 箇所 15,000 円/ｍ × 11.3 ｍ ＝ 169,500 円

概算工事費（直工×1.9） 322,050 円

□漏水対策工 （Ⅱa）

・樋工（目地の半周）

28 箇所 × 15,000 円/ｍ × 5.8 ｍ ＝ 2,436,000 円

概算工事費（直工×1.9） 4,628,400 円

概算工事費（全体） 4,950,450 円


